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BMA Force Majeure 解除について 

 

三菱商事が子会社の Mitsubishi Development Pty., Ltd. (本社：豪州シドニー)を通じて 50％の権益

を保有する BMA(Mitsubishi Development Pty., Ltd.、BHP Billiton が各々50%を出資する石炭合弁

事業体)は、同事業体が運営する炭鉱に関わる Force Majeure を 6 月 5 日付にて解除した旨、以

下の通り本日発表しました。 

 

Queensland(クインズランド)州中央部の炭田を襲った異常気象を受けて、1 月 24 日に Force 

Majeure が宣言されました。 

 

BMA CEO である John Smith は、次のように語っています。 

「安全性を確保した上で生産量を能力まで引き上げる作業に焦点を当てる形で操業の回復は順

調に進んでいる一方、排水作業や泥の除去作業、採炭現場の側壁の安定性維持など、降雨の結

果発生した諸問題に対処しております。」 

 

「私共の炭鉱は未だ通常の生産レベルにまで回復しておらず、採炭現場での排水作業や泥の除

去作業は数ヶ月間続く見込みであることから、依然操業上のリスクはある程度残っております。」 

 

「BMA は 2008 年 2 月 25 日に BMA 保有炭鉱に於ける生産面への影響を初期的な見通しとして

6.5-7.5 百万トン（100%ベース）になる見込みであると発表しました。その後復旧作業を進めて参り

ましたが、現時点では生産面への影響は約 8.0 百万トン（100%べース）になる見込みです。今回の

豪雨による保険求償手続を進めるべく、保険査定会社との協議を継続しております。」 

 

「豪雨及び Force Majeure 宣言の後、2007 年度契約の一部に出荷遅延が発生しました。2008 年

度末(*1)迄に販売される 2008 年度価格の石炭は約 3.5 百万トン（100%ベース）になると予想されて

います。来年度第１四半期(*2)には約 2.5 百万トンの 2007 年度価格の石炭が出荷される予定で

す。」 

 

(*1) BMA 2008 会計年度末（= 2008 年 6 月末）  

(*2) BMA 2009 会計年度第一四半期（= 2008 年 7－9 月期） 

 

以上 


